
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の一 部 を改 正 する規 程 をここに公 布 する。 

平 成 26年 ２ 月 ４ 日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程

第 27号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

目 次  

第 １章 ― 第 ５ 章  （ 略 ）  

第 ６章  固 定 資 産会 計 （第 97条 ― 第 102

条 ）  

第 ７章  引 当 金 （第 103条）  

第 ８章 ― 第 12章  （ 略 ）  

附 則  

 

（ 定義 ）  

第 ２条  （ 略 ）  

(1)― (9) （ 略 ）  

(10) 固 定 資産  次 に 掲 げる も の を い う。 

ア  有 形 固 定 資 産   

(ｱ) 土 地  

(ｲ) 建 物  

(ｳ) 構 築 物  

(ｴ) 機 械 及び 装 置  

(ｵ) 耐 用 年数 が １ 年 以 上で あ っ て 、

か つ、 取 得 価 額 が 10万 円以 上 の 車

両 運搬 具 、 工 具 器具 及 び備 品  

(ｶ) リ ー ス資 産 （ フ ァ イナ ン ス ・ リ

ー ス取 引 に お け るリ ー ス物 件 の 借

主 であ る 資 産 で あっ て 、当 該 リ ー

ス物 件が(ｱ)から(ｵ)及 び(ｹ)である

場 合に 限 る 。 ）  

(ｷ) 建 設 仮勘 定  

(ｸ) 建 設 受託 工 事 仮 勘 定  

(ｹ) そ の 他こ れ ら に 類 する も の  

イ  無 形 固 定 資 産   

(ｱ) 水 利 権  

(ｲ) ダ ム 使用 権  

(ｳ) 借 地 権  

(ｴ) 地 上 権  

(ｵ) 特 許 権  

(ｶ) 施 設 利用 権  

(ｷ) リ ー ス資 産 （ フ ァ イナ ン ス ・ リ

ー ス取 引 に お け るリ ー ス物 件 の 借

主 であ る 資 産 で あっ て 、当 該 リ ー

ス物 件が(ｳ)から(ｶ)及 び(ｸ)である

場 合に 限 る 。 ）  

 

目 次  

第 １章 ― 第 ５ 章  （ 略 ）  

第 ６章  固 定 資 産会 計 （第 97条 ― 第 103

条 ）  

 

第 ７章 ― 第 11章  （ 略 ）  

 

 

（ 定義 ）  

第 ２条  （ 略 ）  

(1)― (9) （ 略 ）  

(10) 固 定 資産  次 に 掲 げる も の を い う。 

ア  有 形 固 定 資 産  土 地、 建 物 、 構 築

物 、機 械 及 び 装 置、 建 設仮 勘 定 そ の

他 これ ら に 類 す るも の 並び に 耐 用 年

数 が１ 年 以 上 で あっ て 、か つ 、 取 得

価 額が 10万 円 以 上の 車 両運 搬 具 、 工

具 器具 及 び 備 品 並び に 建設 受 託 工 事

仮 勘定 を い う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  無 形 固 定 資 産  水 利権 、 ダ ム 使 用

権 、借 地 権 、 地 上権 、 特許 権 、 施 設

利 用権 そ の 他 こ れら に 類す る 権 利 で

有 償で 取 得 し た もの を いう 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ｸ) そ の 他こ れ ら に 類 する 権 利 で 有

償 で取 得 し た も の  

ウ  投 資 そ の 他 の資 産   

(ｱ) 投 資 有価 証 券  

(ｲ) 出 資 金  

(ｳ) 長 期 貸付 金  

(ｴ) そ の 他の 固 定 資 産 であ っ て 、 投

資 その 他 の 資 産 に属 す る資 産 と す

べ きも の  

(11)・ (12）  （ 略）  

 

第 102条  （ 略 ）  

 

第 ７章  引 当 金  

 

（ 引当 金 の 計 上 基準 ）  

第 103条  退 職 給 付引 当 金は 、 簡 便 法 （当

該 事業 年 度 の末日 において全 企 業 団職 員

（ 同日 に お け る 退職 者 を除 く 。）が 自 己

の都 合 により退 職 するものと仮 定した場

合に支 給 すべき退 職 手 当の総 額 による方

法 をい う 。）に 基 づく 見 込額 を 計 上 す る 。 

 

 

 

 

２  賞 与 引 当 金 は、 大 阪広 域 水 道 企 業団 職

員 の給 与 の種 類 及 び基 準 に関 する条 例（ 平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 条 例 第 22号）

に基 づく期 末 手 当 及 び勤 勉手 当 であって、

翌 事業 年 度 に 支 給す る こと が 予 定 さ れて

い るも の （ 以 下 「翌 事 業年 度 支 給 予 定の

期 末手 当 等 」 と いう 。 ）の う ち 当 該 事業

年 度の 負 担 見 込 額を 計 上す る 。  

３  法 定 福 利 費 引当 金 は、 翌 事 業 年 度支 給

予 定の 期 末 手 当 等に 基 づく 法 定 福 利 費の

う ち当 該 事 業 年 度の 負 担見 込 額 を 計 上す

る 。  

４  貸 倒 引 当 金 は、 未 収金 等 の 貸 倒 れに よ

る 損失 に 備 え る ため 合 理的 に 見 積 も った

回 収不 能 見 込 額 を計 上 する 。  

５  前 ４ 項 の ほ か、 必 要な 引 当 金 を 計上 す

る こと が で き る 。  

 

第 ８章  （ 略 ）  

 

第 ９章  （ 略 ）  

 

（ 予算 の 編 成 ）  

第 128条  

１ ・２  （ 略 ）  

３  経 営 管 理 部 長は 、 第１ 項 に 基 づ く予 算

見 積り の 内 容 を 調査 の 上、 予 算 の 原 案及

び 予算 に 関 す る 説明 書 を作 成 し 、 企 業長

の 決裁 を 受 け な けれ ば なら な い 。 な お、

予 算に 関 す る 説 明書 の うち 予 定 キ ャ ッシ

ュ ・フ ロ ー 計 算 書の 作 成は 、 間 接 法 によ

る もの と す る 。  

 

 

ウ  投 資  投 資 有価 証 券、 出 資 金 、 長

期 貸付 金 、 基 金 その 他 これ ら に 類 す

る もの を い う 。  

 

 

 

 

(11)・ (12）  （ 略）  

 

第 102条  （ 略 ）  

 

 

 

（ 減価 償 却 の 特 例）  

第 103条  固 定 資 産で 、資 本的 支 出 に 充 てる

た めに 交 付 さ れ た国 庫 補助 金 、 工 事 負担

金 、他 会 計 補 助 金及 び 受贈 財 産 評 価 額で

資 本剰 余 金 に 整 理さ れ るも の （ 以 下 「補

助 金等 」 と い う 。） を もっ て 取 得 し たも

の につ い て は 、 当該 固 定資 産 の 取 得 に要

し た価 額 か ら そ の取 得 のた め に 充 て た補

助 金等 の 金 額 に 相当 す る金 額 を 控 除 した

金 額を 帳 簿 原 価 とみ な して 、 各 事 業 年度

の 減価 償 却 額 を 算出 す るも の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ７章  （ 略 ）  

 

第 ８章  （ 略 ）  

 

（ 予算 の 編 成 ）  

第 128条  

１ ・２  （ 略 ）  

３  経 営 管 理 部 長は 、 第１ 項 に 基 づ く予 算

見 積り の 内 容 を 調査 の 上、 予 算 の 原 案を

作 成し 、 企 業 長 の決 裁 を受 け な け れ ばな

ら ない 。  

 

 

 



 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 26年 ２ 月 ４ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 26年 度 の 事 業 年 度

か ら 適 用 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 25年 度 の 末 日 に お け る 繰 延 勘 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

３  平 成 26年 ３ 月 31日 以 前 に リ ー ス 契 約 に 基 づ く リ ー ス 期 間 が 開 始 さ れ

た 契 約 に 係 る フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 （ リ ー ス 契 約 上 の 諸 条 件 に 照

ら し て リ ー ス 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 す る と 認 め ら れ な い も の に 限

る 。 ） の 会 計 処 理 に つ い て は 、 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じ た

会 計 処 理 を 行 う 。  

４  （ 略 ）  

 

第 10章  （ 略 ）  

 

（ 決算 の 総 括 ）  

第 138条  経 営 管 理部 長 は 、決算 に 関 す る 事

務 を総 括 し 、 翌 事業 年 度の ５ 月 末 日 まで

に 地方 公 営 企 業 法（ 昭 和 27年 法 律 第 292

号 。以 下 「 地 企 法」 と いう 。 ） 第 30条第

１ 項の 決 算 に 関 する 書 類（ 以 下「 決 算 書 」

と いう 。 ） を 作 成し 、 企業 長 に 報 告 しな

け れば な ら な い 。な お 、キ ャ ッ シ ュ ・フ

ロ ー計 算 書 の 作 成は 、 予定 キ ャ ッ シ ュ・

フ ロー 計 算 書 作 成と 同 じ方 法 に よ る もの

と する 。  

 

（ 決算 整 理 ）  

第 140条  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 資 産 の評 価  

(3)・ (4) （ 略 ）  

(5) 繰 延 収益 の 償 却   

(6)・ (7) （ 略 ）  

 

第 11章  （ 略 ）  

 

第 12章  （ 略 ）  

 

４  （ 略 ）  

 

第 ９章  （ 略 ）  

 

（ 決算 の 総 括 ）  

第 138条  経 営 管 理部 長 は、決 算 に関 す る 事

務 を総 括 し 、 翌 事業 年 度の ５ 月 末 日 まで

に 地方 公 営 企 業 法（ 昭 和 27年 法 律 第 292

号 。以 下 「 地 企 法」 と いう 。 ） 第 30条第

１ 項の 決 算 に 関 する 書 類（ 以 下「決 算 書 」

と いう 。 ） を 作 成し 、 企業 長 に 報 告 しな

け れば な ら な い 。  

 

 

 

 

（ 決算 整 理 ）  

第 140条  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 繰 延 勘定 の 償 却  

(3)・ (4) （ 略 ）  

 

 (5)・ (6) （ 略 ）  

 

第 10章  （ 略 ）  

 

第 11章  （ 略 ）  

 


